
1 

 

税務訴訟資料 第２７３号（順号２０２３－１） 

 

 広島高等裁判所岡山支部 令和●●年（○○）第●●号 差押債権取立請求事件、差押債権取立請

求反訴控訴事件 

 国側当事者・国 

 令和５年２月２４日棄却・上告 

 （第一審・岡山地方裁判所倉敷支部、令和●●年（○○）第●●号、令和●●年（○○）第●●号、

令和４年７月２６日判決、本資料２７２号・順号２０２２－２０） 

 

    判    決 

 控訴人（一審本訴被告・反訴原告）    医療法人Ｙ 

 同代表者理事長             Ａ 

 被控訴人（一審本訴原告・反訴被告）   国 

 同代表者法務大臣            齋藤 健 

 同指定代理人              小倉 敏幸 

 同                   正木 一紀 

 同                   沖 陽子 

 同                   渡邊 千加子 

 同                   城 明男 

 同                   石間伏 尚一 

 同                   渡邉 洋貴 

 

    主    文 

 １ 本件控訴を棄却する。 

 ２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

    事実及び理由 

 第１ 控訴の趣旨 

  １ 原判決を取り消す。 

  ２ 被控訴人の本訴請求を棄却する。 

  ３ 国税徴収法３６条に規定する取立訴訟の提訴要件を満たさない本件本訴は不当提訴である。 

  ４ 本件反訴は訴訟要件を欠く場合の「却下」の判断には該当せず、「反訴請求に係る訴えをい

ずれも却下する」は非合法判決であり、取消しを請求する。 

  ５ 国税通則法４３条に基づき、控訴人に対する徴収及び処分の権限を有するのは玉島税務署で

ある。 

  ６ 管轄の玉島税務署の差押調書謄本（国税徴収法５５条）は発令されていない。 

  ７ 控訴人は、管轄の玉島税務署から強制執行及び強制換価手続（国税徴収法６７条）をいずれ

も受けていない。 

  ８ 岡山東税務署は、玉島税務署と何ら控訴人に因む情報の共有はなく、控訴人に対する何らの

債権も有していない（確定的債権なし）。 
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  ９ 岡山東税務署職員は、まず国税徴収法１８２条をはじめとする徴収法に逸脱し、同時に憲法

３１条にも乖離する違法を実行している。 

 第２ 事案の概要 

  １ 本訴は、被控訴人が控訴人に対し、被控訴人のＢ（以下「Ｂ」という。）に対する租税債権

を徴収するため、Ｂの控訴人に対する雇用契約に基づく給与債権の差押えをし、国税徴収法

６７条１項の取立権に基づき、５５９万６８０８円及びうち３５４万円に対する令和３年９

月１日から支払済みまでの国税通則法及び租税特別措置法所定の延滞税に相当する額の支払

を求めた事案であり、反訴は、控訴人が被控訴人に対し、①被控訴人の債務名義が存在しな

いことの確認（以下「反訴請求①」という。）、②被控訴人の令和元年１２月１０日付け処分

庁による差押調書謄本が発令されていないことの確認（以下「反訴請求②」という。）、③憲

法７６条２項に基づけばＢの債務が確定していないことの確認（以下「反訴請求③」とい

う。）、④岡山東税務署の徴収行為に憲法３１条及び徴収法に定める適正手続から逸脱した行

為が含まれていることの確認（以下「反訴請求④」という。）、⑤国税徴収法５５条に基づけ

ば、被控訴人の控訴人に対する差押は、処分庁による差押調書謄本の通知によって処分成立

となることの確認（以下「反訴請求⑤」という。）を求めた事案である。 

    原審が、被控訴人の本訴請求を認容し、控訴人の反訴請求に係る訴えをいずれも不適法却下

したところ、控訴人が控訴を提起し、反訴について、原審口頭弁論終結日に控訴人が陳述し

た令和４年６月３日付け訴えの変更申立書記載の請求の趣旨とは異なる請求として、前記第

１の３ないし９の各請求をした。 

  ２ 前提事実、争点及び争点に対する当事者の主張（以下、略称は原判決の例による。） 

    原判決３頁１８行目の「原告」から２２行目の「（２）」までを削り、２３行目の「（３）」を

「（２）」に、４頁６行目の「（４）」を「（３）」に、７行目の「本件」から８行目の「の額）」

までを「岡山市中区●●を住居とするＢに対する被控訴人の別紙１租税債権目録１記載の額

の租税債権（以下「本件租税債権」という。）」に、１５行目の「（５）」を「（４）」にそれぞ

れ改め、５頁７行目の「還付金」の後に「をこれ」を、６頁２５行目の「件差押」及び７頁

５行目の「差押」の後にいずれも「処分」をそれぞれ加え、１５行目の「支払」を「発生」

に、８頁４行目の「徴収法７６条９項」を「庁の通達」にそれぞれ改めるほかは原判決の

「事実及び理由」中の「第２ 事案の概要」の１及び２並びに「第３ 争点に対する当事者

の主張」の１ないし４（原判決３頁１６行目から９頁１７行目まで）に記載のとおりである

から、これを引用する。 

 第３ 当裁判所の判断 

  １ 当裁判所も、原判決と同様に、被控訴人の本訴請求は理由があり、控訴人の反訴請求に係る

訴えはいずれも不適法であると判断する。その理由は、次項のとおり付加訂正するほかは、

原判決の「事実及び理由」中の「第４ 当裁判所の判断」の１ないし４（原判決９頁１９行

目から１５頁６行目まで）に記載のとおりであるから、これを引用する。なお、前記第１の

３ないし９の各請求は、控訴人において、原審口頭弁論終結時での反訴請求とは異なる請求

であるとしていることに照らし、訴えの変更と解されるが、原審において反訴請求に係る訴

えはいずれも不適法却下されているところ、被控訴人は訴えの変更に異議を述べており、当

審において訴えの変更を許可することは新請求について被控訴人の審級の利益を奪うことと

なるから、控訴人の訴えの変更は許さない。 
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  ２（１）原判決１０頁５行目の「、１２の３」を削り、７行目の「円」の後に「の納期限を経過

した本件租税債権を有しており、その額は」を加え、８行目の「の納期限」から９行目末

尾までを「となっており、同年９月１日以降、国税通則法及び租税特別措置法所定の延滞

税が加算された額の全額が未納となっている（なお、控訴人が本件租税債権の成否を争え

ないことは前記１のとおりである。）。」に改め、１７行目の「また」から１８行目末尾ま

でを削る。 

   （２）原判決１０頁１９行目の「２号」を削り、同行目の「滞納者」から２０行目の「とき、」

までを「同項各号に規定する場合には」に改め、１１頁２行目の「職員」の後に「（国税

徴収法２条１１号参照）」を加え、３行目の「その」を「差押」に改め、５行目の「、Ｂ」

から同行目の「こと」までを削り、７行目の「れる」の後に「（なお、Ｂは差押調書謄本

を同月１５日頃にはいったん受領したことがうかがえる（乙１２の２・３）が、仮に交付

されていなかったとしても、その点は、本件差押処分の効力に影響を与えるものとは解さ

れない。）」を加え、２５行目の「書面」を「調書」に改める。 

   （３）原判決１２頁５行目の「本件差押処分を」から「限り」までを「控訴人の主張する事情

をもって」に改め、６行目の「点は、」の後に「本件差押処分に重大かつ明白な瑕疵があ

ることを基礎付ける事実に当たらないか、その主張する事実を認めるに足りないものであ

り、」を加える。 

   （４）原判決１２頁１５行目の「支払」を「発生」に、１９行目の「被告」を「被控訴人」に

それぞれ改め、１３頁１５行目の「１項」の後に「、９６条２項」を、１６行目の「る。」

の後に「なお、控訴人は、本訴は国税徴収法３６条の７の要件を満たしていない旨主張す

るが、同法にそのような規定はなく、これを滞納処分と強制執行等との手続の調整に関す

る法律３６条の７の要件を満たしていないとの主張と善解したとしても、本訴の要件につ

いて同条の適用がないことはその文理から明らかである。」をそれぞれ加える。 

   （５）原判決１３頁２１行目の「債権」の後に「の存在や金額」を、１４頁２行目の「ことが」

の後に「控訴人において」を、６行目末尾の後に「なお、控訴人は、反訴請求①は確認の

訴えではなく「確認されている」ということであるとか、反訴請求③についてＢの債務で

はなく控訴人の債務であるなどと論難するが、そうであればそれぞれ請求の特定を欠くも

のであって、いずれにせよ不適法である。」をそれぞれ加え、１９行目の「原告」から同

行目の「あって」までを「控訴人は本件差押処分の無効事由を主張することができるので

あって、給付訴訟である本件本訴において当事者双方の紛争を解決することが有効かつ適

切であるといえるから」に改め、１４頁２６行目から１５頁１行目にかけての「本件本訴」

を削り、３行目末尾の後に「その他、控訴人が縷々主張する点は、いずれも関連性が不明

であるか、独自の見解に過ぎないものであって、上記判断を左右しない。」を加える。 

 第４ 結論 

    以上によれば、被控訴人の本訴請求を認容し、控訴人の反訴請求に係る訴えをいずれも却下

した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして、主文の

とおり判決する。 

 

広島高等裁判所岡山支部第１部 

裁判長裁判官 柴田 厚司 
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   裁判官 秋信 治也 

   裁判官 重髙 啓 

 

 




